
   「小田原市空家等対策計画（素案）」に対する市民意見の募集結果について 

 

１ 意見募集の概要 

政策等の題名 小田原市空家等対策計画の策定 

政策等の案の公表の日 平成 28年 12月 15日（木） 

意見提出期間 平成 28 年 12月 15 日（木）から平成 29 年 1 月 13 日（金）

まで 

市民への周知方法 ホームページへの掲載、市内公共施設での募集要項の配布 

 

 

２ 結果の概要 

 提出された意見は、次のとおりです。 

意見数（意見提出者数） ２件（２人） 

 インターネット ０人 

 ファクシミリ ２人 

 郵送 ０人 

 直接持参 ０人 

 

無効な意見提出 ０人 

 

 

３ 意見提出の内容 

 パブリックコメントで提出された意見の主な内容とそれに対する市の考え方は、次のと

おりです。 

  

区分 意見の考慮の結果 件数 

A 意見を踏まえ、政策等に反映したもの ０ 

B 意見の趣旨がすでに政策等に反映されているもの １ 

C 今後の検討のために参考とするもの ０ 

D その他（質問など） １ 

 

 

 

 

 

 



＜具体的な内容＞ 

番号 意見の内容 区分 意見に対する考え方 

１ 以前、南足柄市の空家をご覧にな

った入居希望者が、市が紹介する

物件なので、何も諸費用が掛から

ず、即入居できると思ったお客様

がいらっしゃいました。所有者さ

んも、誰でも入って下されば良い

のではないので、保証会社の審査

や、保証料、家財保険を必要とし

たり、仲介手数料も要します。そ

の件もしっかりアナウンスする必

要があると思います。 

Ｄ 本市空き家バンク制度におきまし

ては、通常の不動産取引と同様に

仲介手数料等が必要になる旨を登

録申込書、ホームページ及びチラ

シに記載し、また、空き家物件と

空き家利用希望者との引き合わせ

を行う際にもその旨を説明してい

るところですが、引き続き周知に

努めていきます。 

２ 今回の空家等の対策計画案は、地

域の安全の観点から策定されてい

るが、空き家の問題は、各地域の

活性化の問題と密接な関係がある

ので、空き家だけの対策では不十

分であると思われる。今後はより

多岐に渡る検討が必要となると思

われる。 

そういった意味で、関係諸団体の

密な連携が不可欠と思われるの

で、形式的な協議会に留まる事の

無いように活発な意見交換が望ま

れる。 

一例として、市営住宅の今後のあ

り方に対しても、空き家の活用が

有用であると考えられる。 

Ｂ 本市の空家等対策については、計

画（案）第５章 ２ 協力体制の構

築に記している通り、（１）庁内に

おける協力体制、（２）専門家団体

との連携による協力体制を図るこ

とにより、多岐に渡る検討を進め

ていきたいと考えています。 

協議会においても、活発な意見交

換を行い、空家等の活用のほか、

空家化の予防、空家等の適正管理

の促進につなげられるよう、努め

ていきます。 

 


